
平成 27 年 10 月

東京税関業務部 

関 係 各 位 

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する 

政令の一部を改正する政令等について（公布日：平成27年10月2日） 

麻薬及び向精神薬取締法においては、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危

害を防止し、公共の福祉の増進を図ることを目的として、麻薬及び向精神薬の輸入、輸

出、製造、譲渡等を規制しているところです。 

具体的な規制対象物については、同法別表第１から別表第４まで及び「麻薬、麻薬原

料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」（以下「指定政令」という。）

により定められております。 

今般、４物質について、麻薬と同種の濫用のおそれがあり、同種の有害作用を有する

ことが確認されたことから、指定政令の一部が改正され、新たに麻薬として指定されま

したのでお知らせします。 

○ 麻薬として指定する物 ： ４物質及びその塩類（別添１参照）

（※参考）：４物質及びその塩類については、既に医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律において指定薬物に指定されてい

ますが、政令施行に伴い医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律第２条第１５項に規定する指定薬物及び同法第

７６条の４に規定する医療等の用途を定める省令から削除され、指定薬

物ではなくなります。 

○ 施行日 ： 平成２７年１１月１日 （公布の日から起算して３０日を経過した日）

[添付資料]（別添１）物質の構造式等 

（別添２）新旧対照表 

（別添３）官報第６６２８号、官報号外第２２７号 

【問合せ先】東京税関業務部通関総括第2部門 

(電話：03-3599-6338) 
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